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社内調査委員会の「第一次報告書」受領に関するお知らせ 

 

当社は、平成 28年７月 20日付「平成 28年５月期決算発表再延期のお知らせ」にて公表いたしましたと

おり、当社及び当社連結子会社において不明瞭な外部取引が行われ費用が過大に計上されている可能性の

ある事象が判明いたしましたことにつき、調査を依頼した外部の弁護士によって組成された社内調査委員

会から本日第一次報告書を受領いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 

第一次報告書の概要につきましては別紙のとおりでございます。 

なお、社内調査委員会からは、平成 28年８月末を目処に最終報告書を提出していただく予定であり、最

終報告書につきましてもその概要を公表し、再発防止策を講じることといたします。 

本件に関しまして、株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑をお掛けいたしまし

たこと、重ねてお詫び申し上げます。 

 

記 

１．社内調査委員会による調査報告書の内容 

 当社は、社内調査委員会に以下の外部取引契約について調査を依頼いたしました。なお取引相手の表

記につきましては、社内調査委員会の第一次報告書にもとづきアルファベット表記とさせていただきま

す。 

 

 (1)平成 27年６月 11日付け当社とＡ社との当社の資本政策の立案、検討に関する支援等の業務委託

契約 

 (2)平成 27年７月 15日付け当社とＢ社との当社の資本政策の立案に関するスキーム構築、アレンジ

メント業務に関するフィナンシャル・アドバイザリー契約 

 (3)平成 27年 11月１日付け当社とＡ社との当社の資本政策の立案、検討に関する支援等の業務委託

契約 

 (4)平成 27年 11月１日付け当社とＡ社との当社の経理及び財務業務におけるフロー再構築等の業務

委託契約 

 (5)平成 27年 11月 30日付け当社とＡ社との当社が検討する無償減資に関する実務支援等の業務委託

契約 

 (6)平成 28年１月 19日付け当社とＢ社との当社の資金調達、及び資本の移動に関するスキーム構築、

アレンジメント業務等のフィナンシャル・アドバイザリー契約 

 (7)平成 28年５月 20日付け当社とＢ社との当社が金融機関に対して担保提供する金融資産の担保解

除に関する実務支援のフィナンシャル・アドバイザリー契約 

 (8)平成 27年 12月１日付け当社連結子会社とＡ社との当社連結子会社の所属する企業集団における

株式上場・及び上場する株式市場の指定替えに関する実務支援等の業務委託契約 

 



報告内容は、添付資料「第一次報告書」をご覧ください。 

（なお、別添の第一次報告書中では、基本的に、関係者および取引先等の名称については、個人情報 

及び他社の営業に及ぼす影響等に配慮いただきたい旨の当社からの要請を踏まえ、アルファベット表 

記されております。） 

 

２．業績に与える影響について 

 社内調査委員会における本事案の調査結果にもとづき、上記契約の取引相手（第一次報告書中Ａ社お

よびＢ社）より総額 28.5 百万円の返金を受けることになりました。それにより業績に与える影響額は、

当社の支払手数料 24百万円の減額修正、当社連結子会社の支払手数料 4.5百万円の減額修正により、総

額で 28.5百万円となります。また、上記契約の一部については、当社ではなく当社役員が取引相手より

役務提供を受けておりましたため、その部分についても減額修正すべく、精査を進めております。 

 本件に係る外部取引は平成 27 年６月から開始されておりますが、平成 28 年５月期の第１四半期、第

２四半期、第３四半期における金額的な重要性がないため、平成 28年５月期の第４四半期の財務諸表に

おいて当該取引を該当費目から減額修正し、未収入金といたします。また、それらの未収入金について

は、全額貸倒引当金を計上いたします。 

 

３．今後の対応 

社内調査委員会による第一次報告書は、当社の依頼により、まずは監査法人から問題が指摘された契約

の存否及び当該契約に基づく取引相手（第一次報告書中Ａ社及びＢ社）の業務実態の有無に限定して調

査をしていただいた結果に基づくものであり、今後、社内調査委員会において、当該契約締結に至る当

社内部手続の履践状況等につき更なる調査を尽くしていただいた上で、本年８月末を目途に、発生原因

の分析並びに同種事案の再発防止策の検討及び提言について最終報告書を提出していただくことになっ

ており、最終報告書に基づき、再発防止策を講じることといたします。 

 

以 上 














































